
 

 

 

 

10 介護サービス情報の公表と 

外部評価制度について
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介護サービス情報の公表制度の仕組み 
【趣旨】 
 ○利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が公表する。 
【ポイント】 
 ○介護サービス事業所は年一回直近の介護サービス情報を都道府県に報告する。 
 ○都道府県は事業所から報告された内容についてインターネットで公表を行う。また、都道府県は報告内容に対する調査が必要と 
  認める場合、事業所に対して訪問調査を行うことができる。（都道府県は調査にかかる指針を定める） 

利
用
者 

＜介護サービス情報＞ 
 

■基本情報 
 基本的な事実情報 
 （例）事業所の所在地、従業員数、 
     営業時間、サービスの内容など 
 
■運営情報 
 介護サービスに関する具体的な取り組み 
 の状況 
 （例）外部機関との連携、苦情対応の状況、 
     職員研修の状況など 
 
■都道府県独自項目 
 都道府県が定める追加項目（任意設定） 

介護サービス事業所・施設 

介護サービス情報の調査 
 

●新規指定時、更新申請時、虚偽報告が 
 疑われる場合など必要に応じ訪問調査を 
 実施し、結果を公表情報に反映 
 （調査項目は都道府県が設定） 

介護サービス情報の公表 
 

●報告された内容について、公表を行う 

都道府県 

介護サービス情報公表システム＜国で一元管理＞ 

報告 
（年１回） 

訪問調査 
（必要な場合） 

閲覧 
（インターネット） 

反映 
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京都府における令和５年度の取扱いについて  

 
 

 令 和 ５ 年度における「介護サービス情報の公表」制度について、京都府では、次のとおり取扱うことと
します。  

 
 ○ 公表手数料・調査手数料の廃止（２４年度～）  
 
 ○ 令和５年度の報告対象事業所について  
 

①   令和５年度中に新規指定を受けた事業所（京都市内を除く） 

  
 ②   令和４年１月～１２月に支払われた介護報酬が１００万円を超える事業所 (京都市内を除く）  

  （公表計画と同時に報告対象事業所を一覧にして京都府ホームページ等に掲載しますので、各事業所において、
報告の対象となっているかをご確認ください。）  

 
 ■ 重 要 ■  
  京都市内に所在する事業所に係る介護サービス情報の公表事務は、平成 30 年度から京都市に移管されました。   

京都市内事業所分については、京都市 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課  
 （０７５－２１３－５８７１）に直接お問い合わせください。  

   
 ○  報告の方法  

    ※ 京都府ホームページ及びワムネット京都府センターにてお知らせする公表計画に従い、厚生労働省が設置す
る介護サービス情報報告システムに直接入力  

なお、令和５年度の公表計画等は７月中に公開予定です。 
 

※ ①の事業所については、報告の案内通知書（ＩＤ・パスワードを記載）を送付します。 
②の事業所の報告については、平成２５年度から一度付与したＩＤ・パスワードを次年度以降も同じものを

使用することとしています。したがって、平成２５年度以降に通知書をお送りした事業所については文書での
通知を行いません。通知書を紛失された方は以下リンクにアクセスいただき、パスワードの再発行手続きをお
願いします。（通知書送付の有無については、報告対象事業所一覧に掲載予定） 

 
  京都府・市町村共同電子申請システム（ID・パスワード再発行電子申請フォーム） 

 

 

担 当 ： 京 都 府 健 康 福 祉 部  高 齢 者 支 援 課  事 業 所 ・ 福 祉 サ ー ビ ス 係  

T E L  0 7 5 ( 4 1 4 ) 4 6 7 2  F A X  0 7 5 ( 4 1 4 ) 4 5 7 2  
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上記は、介護サービス情報の公表制度について記載された京都府のホームページです。 

関係書類、関係リンク先等が掲載されておりますので、必要に応じてアクセスして頂き、ご

確認ください。 

 

HP アドレス https://www.pref.kyoto.jp/jigyousho/k-kaigosa-bisuzyouhoukouhyou.html 

検索ワード 京都府 公表制度 
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京都府地域密着型サービス外部評価実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準」（平成 18年 3月 14日厚生労働省令第 34号）第９７条第８項及び「指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成 18

年 3 月 14 日厚生労働省令第 36 号）第 86 条第２項の規定に基づき、認知症対応型

共同生活介護事業所及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所のサービスに

係る外部評価（以下「外部評価」という。）について必要な事項を定めるとともに、

認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業者（以下

「事業者」という。）におけるサービスの質の向上と利用者が当該事業者を選択す

るための情報提供の推進を図ることを目的とする。 

 

（評価項目） 

第２条 認知症対応型共同生活介護事業者に係る自己評価及び外部評価の項目は、別

紙１のとおりとする。 

 

（外部評価の実施回数） 

第３条 事業者は、事業所ごとに、原則として少なくとも年に１回は外部評価を実施

するものとする。 

 

（外部評価の実施回数の緩和） 

第４条 過去に外部評価を５年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に

掲げる要件を全て満たす場合には、当該事業者の外部評価の実施回数を２年に１回

とすることができる。この場合、外部評価を実施しなかった年については、「５年

間継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したものとみな

すものとする。 

  なお、京都府（以下「府」という。）は、当該実施回数を適用することについて、

あらかじめ当該事業所の指定及び監督を行っている市町村と協議し、同意を得るも

のとする。 

（１）別紙２の「１ 自己評価及び外部評価結果」及び別紙２（２）の「目標達成計

画」を市町村に提出していること。 

（２）運営推進会議が、過去１年間に６回以上開催されていること。 

（３）運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職

員が必ず出席していること。 

（４）別紙２の「１ 自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の２、３、   

４、６の実践状況（外部評価）が適切であること。 

２ 前項の規定による外部評価の実施回数の緩和に係る取扱等については、別に定め

るところとする。 

 

（外部評価機関） 

第５条 外部評価は、外部評価を適切に実施する能力があると認め府が選定した法人

（以下「評価機関」という。）が行うものとする。 

２ 評価機関の要件及び選定手続き等については、別に定めるところによる。 

３ 評価機関が外部評価を行う際の外部評価実施要領（以下「実施要領」という。）
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については、別紙３を参考に評価機関が定めるものとする。 

 

（外部評価の内容） 

第６条 外部評価は、評価機関に所属する複数の評価調査員（以下「評価調査員」と

いう。）により実施された書面調査及び訪問調査の結果を総合して、評価機関が評

価結果を決定する。 

２ 書面調査 

  評価機関は、事業所から外部評価の依頼を受けた場合には、所定の手続きに基づ

き契約の締結、評価手数料の受領を行った後に、現況調査と自己評価調査を行うた

め、 次の書面の提出を求める。 

（１）事業所の運営概要が分かる書類 

   例えば、運営規程、利用契約書、重要事項説明書、パンフレット、介護サービ

ス情報の公表制度の基本情報項目調査票等 

（２）事業所のサービス提供概要が分かる書類 

   例えば、介護計画書・業務日誌の様式、職員勤務時間表、食事内容の記録等 

（３）自己評価及び外部評価結果（別紙２） 

   別紙２の「１ 自己評価及び外部評価結果」（外部評価に係る記入欄を除く）

について記載したもの 

   なお、複数のユニットを持つ認知症対応型共同生活介護事業所の場合には、自

己評価に係る記入欄について、各ユニットごとに作成したもの 

（４）利用者家族調査 

   前記の他、評価機関は、評価を適切に行うための情報収集を目的とし、様式に

より事業所の利用者の家族に対するアンケートを実施するものとする。アンケー

ト調査を郵送で行う場合には、個人情報保護の観点から、アンケート調査票の送

付は事業所が行い、評価機関が回収を行うものとする。 

（５）その他必要と認める書類 

   例えば、運営推進会議の議事録等 

３ 訪問調査 

  訪問調査は、次により行うものとする。 

（１）訪問調査は書面調査を実施した後に、複数の評価調査員が事業所を訪問し、別

紙１の評価項目についての調査を行うことにより実施する。 

   なお、別紙１の評価項目において、テレビ電話装置等を活用して調査を実施す

ることは妨げないが、訪問調査の実効性の担保を確保する観点から、全ての項目

をテレビ電話装置等で実施することは認めず、訪問調査とテレビ電話等を併用し

て調査を実施すること。 

（２）訪問調査は原則として１日間とし、当該事業所の運営状況の概要等について評

価調査員全員が管理者等から説明を受けた後、現状の確認及び所定の評価項目に

関する状況の確認を行う。 

（３）所定の作業を終了した後、管理者等を交えて全体的な統括と確認を行い、訪問

調査を終了する。 

（４）緊急を要する事項（明らかな指定基準違反により、利用者に対するサービスの

質が著しく低下している場合等）があった場合には、評価調査員は、評価機関を

通じて、府及び関係市町村へ通報するなど、適切な対応を行うものとする。 

 

（外部評価の申込み等） 

第７条 事業者が外部評価を受けようとするときは、受審期間終了日の４箇月前まで

に、評価機関に申し込むものとする。ただし、４箇月前までに申込みができない正

146



当な事由がある場合に限り、受審期間終了日の３箇月前までの申込みを認めること

とする。 

２ 事業者は、評価機関に申し込んだ後、同機関との間で評価業務委託契約を結び、

その契約に基づき同機関に対して評価手数料を支払うものとする。 

３ 評価機関は、実施要領及び事業者と締結した評価業務委託契約に基づき外部評価

を行うものとする。 

 

（評価結果の確定等） 

第８条 外部評価結果の確定等は、次により行うものとする。 

（１）外部評価を行った評価調査者は、書面調査及び訪問調査の結果を総合的に判断

し、評価調査者全員の合意により評価を行い、遅滞なく別紙２の「１ 自己評価

及び外部評価結果」を作成するものとする。 

（２）評価機関は、前項の結果を基に評価機関が設置する評価審査委員会を開催し外

部評価を決定する。 

（３）評価機関は、外部評価の結果を確定したときは、当該結果を事業者に通知し、   

事業者から別紙２（２）の「目標達成計画」の提出を求めるものとする。 

 

（評価結果等の公開） 

第９条 評価機関は、利用者による事業者のサービスの選択に資するために、独立行

政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム（WAMNET）」

を利用して、別紙２の「１ 自己評価及び外部評価結果」及び別紙２（２）の「目

標 達成計画」（以下「評価結果等」という。）を公開するものとする。 

２ 事業者は、評価結果等を利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重

要事項を記した文書に添付の上、説明するものとする。 

３ 事業者は、評価結果等を事業所内の見やすい場所に備え付けるととともに、利用

者（入居者）の家族に送付等を行うものとする。 

 

（市町村への報告） 

第１０条 事業者及び評価機関は、外部評価の実施状況、評価結果等について、市町

村（この場合の市町村とは、事業所が存する市町村に限らず、平成１８年４月１日

以降、指定を受けた市町村に対しても同様の扱いとする。）に報告するものとする。 

２ 評価結果等については、自ら設置する運営推進会議において説明するものとする。 

また、併せて、別紙２（３）の「サービス評価の実施と活用状況」について作成

し、説明することが望ましい。 

 

（書類の保存期間） 

第１１条 事業者は、評価機関から通知を受けた日から５年間、別紙２の「１ 自己

評価及び外部評価結果」及び別紙２（２）の「目標達成計画」を保存するものとす

る。 

 

（守秘義務） 

第１２条 評価機関は、外部評価の際に知り得た事業者、利用者（入居者）及びその

家族の秘密を他に漏らさないものとする。また、その旨を評価調査員及び評価調査

員であった者に義務づけるものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、外部評価に関し必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年７月２４日から施行する。 
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    地域密着型サービス外部評価制度に関する実施回数の緩和に係る取扱要領 

 

 「京都府地域密着型サービス外部評価実施要綱」に定める地域密着型サービス外部

評価に関する実施回数の緩和（以下「実施回数の緩和」という。）に係る申請等につ

いて、以下のとおり定める。 

                                                                   

１ 実施回数の緩和に係る要件 

  次に掲げる要件を全て満たす場合は「２年に１回」の受審を認める。 

（１）直近の評価日（受審日・訪問調査日）（以下「評価日」という。）又は評価確定

日（公表日）以前５年間及び５箇年度（以下「５年間等」という。）において、

継続して受審していること。 

   また、実施回数の緩和を京都府（以下「府」という。）から認定され、外部評

価を実施しなかった場合については、当該緩和期間中に実施したものとみなす。 

   なお、事業者の責に帰さない事由により、評価（受審・訪問調査）が受審期間

内に受審できなかった場合は、外部評価機関の受付日を評価日とみなす。 

（２）「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」（平成２２年４月１日以前

に外部評価を受審している場合は「自己評価票」及び「評価結果概要表」の写し）

を市町村に提出していること。 

（３）運営推進会議が、直近の評価日以前１年間及び１箇年度において、６回以上開

催されていること。 

（４）運営推進会議に、直近の評価日以前１年間及び１箇年度において、事業所の存

する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。 

（５）「自己評価及び外部評価の評価項目」のうち、外部評価項目の「Ⅰ－２、Ⅰ－

３、Ⅰ－４、Ⅰ－６」（平成２２年４月１日以前に外部評価を受審している場合

には、外部評価項目の「Ⅰ－２－３、Ⅰ－３－５、Ⅰ－３－６、Ⅰ－４－８」）

の実践状況が適切であること。 

 

２ 事業者の申請手続き 

  事業者は、様式１「地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和に係る申請書」

に記入し、次の書類を添付の上、地域密着型サービス事業所を所管する市町村に提

出する。 

（１）５年間等に受審の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」の写し

（平成２２年４月１日以前に外部評価を受審している場合は、「自己評価票」及

び「評価結果概要表」の写し） 

   上記５年間等に府が実施回数の緩和を認めている場合は、その認定書の写し 

（２）申請する年又は年度の前年又は前年度に実施した運営推進会議の議事録の写し

（出席者がわかるもの） 

 

３ 市町村の審査及び同意 

（１）市町村は、事業者からの申請について、次の（２）の事項を審査の上、申請内

容が適当と判断した場合は、様式２「地域密着型サービス外部評価実施回数の緩

和について（副申）」をもって実施回数の緩和について同意したものとし、事業

者の申請書（様式 1）（上記（２）の資料を除く）を添付の上、府に送付する。 

（２）市町村が審査する事項は、上記１に掲げる事項とする。 
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４ 認定 

（１）府は、事業者からの申請書及び市町村からの副申を確認し、緩和要件を満たし

ている場合は、事業者には、様式３「地域密着型サービス外部評価実施回数の緩

和に係る認定書」を、市町村には、様式４「地域密着型サービス外部評価実施回

数の緩和について」を交付する。 

（２）緩和期間は、直近に受審した外部評価の評価日から１年間とし、緩和期間の終

了日から１年以内に必ず受審しなければならないものとする。 

（３）その場合の緩和期間中の取扱いについては、「５年間継続して受審している事

業所」の要件をみたすものとする。 

（４）緩和期間の終了日から１年以内に受審し、次に実施回数の緩和を受けたい場合

は、再度、申請を行うこととする。 

 

５ その他 

（１）認定を受けた事業者が外部評価を受審する際は、評価機関に認定書を提示する

こととする。 

（２）この取扱要領に記載のない事項については、府と市町村の協議により決定する

こととする。 

 

附 則 

 この取扱要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

  

   附 則 

 この取扱要領は、令和５年７月２４日から施行する。 
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                                         （様式１） 

 地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和に係る申請書  

 
                                       年  月  日 
 京 都 府 知 事  様 
 
                       住所（所在地） 
                   申請者 
  
                       名称及び代表者氏名              
 
 地域密着型サービス外部評価に係る実施回数の緩和の認定を受けたいので、申請します。 
 

 介護保険事業者番号  

 
事 業 所 名 

名 称 

所在地 

サービス種別   認知症対応型共同生活介護 

事業所の連絡先  

 

１ 受審実績等 
直近の評価日（受審日・訪問調査日）（以下「評価日」という。）又は評価確定日（公表日）以前５ 

年間及び５箇年度（以下「５年間等」という。）における受審実績等 
 

 直近の評価日（受審日・訪問調査日） 評価確定日（公表日） 評価結果等のワムネット掲載  

 
 
 

受審実績等 

① ①   済 ・ 未 

② ②   済 ・ 未 

③ ③   済 ・ 未 

④ ④   済 ・ 未 

⑤ ⑤   済 ・ 未 

 
 ※ 直近の評価日及び評価確定日（公表日）は必ず記入願います。 
 ※ 事業者の責に帰さない事由により、評価（受審・訪問調査）が受審期間内に受審できなかった場合は、外部

評価機関の受付日を評価日とみなしますので、外部評価機関に確認の上、直近の評価日欄に記入願います。 
 

２ 確認項目 
 

確 認 項 目 該当に「○」を記入  

1 
５年間等において継続して受審していること。また、実施回数の緩和を京都府から認定され、外部評価を実施

しなかった場合については、当該緩和期間中に実施しているとみなす。なお、事業者の責に帰さない事由により、

評価（受審・訪問調査）が申込みの翌年度に実施された場合は、外部評価機関の受付日を評価日とみなす。 

はい いいえ 

2 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」（平成２２年４月１日以前に外部評価を受審してい

る場合は「自己評価票」及び「評価結果概要表」の写し）を市町村に提出していること 注１ 
はい いいえ 

3 運営推進会議が、直近の評価日以前１年間及び１箇年度において、６回以上開催されていること はい いいえ 

4 運営推進会議に、直近の評価日以前１年間及び１箇年度において、事業所の存する市町村の職員又は地域
包括支援センターの職員が必ず出席していること 

はい いいえ 

5 
「自己評価及び外部評価結果の評価項目」のうち、外部評価項目の「Ⅰ－２、Ⅰ－３、Ⅰ－４、Ⅰ－６」

（平成２２年４月１日以前に外部評価を受審している場合には、外部評価項目の「Ⅰ－２－３、Ⅰ－３－５、
Ⅰ－３－６、Ⅰ－４－８」）の実践状況が適切であること 

はい いいえ 

 

３ 添付書類 
（１） ５年間等に受審の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」の写し（平成２２年４月 

１日以前に外部評価を実施している場合は、「自己評価票」及び「評価結果概要表」の写し） 
注１「自己評価及び外部評価結果」については、ワムネットに掲載されているものについては
省略可とします。 

（２） 確認項目３に該当する運営推進会議の議事録の写し（出席者がわかるもの） 
※ 注意事項：申請は所管の市町村へ提出願います。 

151



（様式2） 
 

 地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和について（副申）  
 

 番   号  

                                       年 月 日  

 

 京都府健康福祉部高齢者支援課長  様 

 

 

                    市町村担当課長          印  

 

 

 地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和について、以下の事業者から申請がありました。 

 ついては、審査結果を副申します。 

 なお、実施回数の緩和に係る同意等については、以下のとおりです。 
 

   
事業者名 

 
事業所名 

 
事業所番号 

 
サービス種別 

 
緩和申請日 同意等欄 

（1）    認知症対応型共同生活介護   

（2）    認知症対応型共同生活介護   

（3）    認知症対応型共同生活介護   
 
  ※ 実施回数の緩和について同意する場合は、同意等欄に「○」を、同意しない場合は、「×」を記入 
 
 
○ 実施回数の緩和に係る審査結果  
 

  適否記入欄 
  「適」の場合、「○」印 

「不適」の場合、「×」印 

事業所別 

審査事項 （1） （2） （3） 

1 

直近の評価日（受審日・訪問調査日）（以下「評価日」という。）又は評価確定日（公表

日）以前５年間及び５箇年度（以下「５年間等」という。）において継続して受審して
いること。また、実施回数の緩和を京都府から認定され、外部評価を実施しなかった場
合については、当該緩和期間中に実施しているとみなす。なお、事業者の責に帰さない

事由により、評価（受審・訪問調査）が申込みの翌年度に実施された場合は、外部評価
機関の受付日を評価日とみなす。 

   

2 
「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」（平成２２年４月１日以前に外

部評価を受審している場合は「自己評価票」及び「評価結果概要表」の写し）を市町村
に提出していること 

   

3 
運営推進会議が、直近の評価日以前１年間及び１箇年度において、６回以上開催され

ていること 

   

4 
運営推進会議に、直近の評価日以前１年間及び１箇年度において、事業所の存する市

町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること 
   

5 

「自己評価及び外部評価結果の評価項目」のうち、外部評価項目の「Ⅰ－２、Ⅰ－３、
Ⅰ－４、Ⅰ－６」（平成２２年４月１日以前に外部評価を受審している場合には、外部
評価項目の「Ⅰ－２－３、Ⅰ－３－５、Ⅰ－３－６、Ⅰ－４－８」）の実践状況が適切

であること 
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（様式3） 
 

 地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和に係る認定書  

 

  番    号 

 年  月  日 

  

 申請法人 代表者 様（別添一覧より転記） 

    

                           

京都府知事   

 

 

     年  月  日（別添一覧より転記）付けで提出のあった地域密着型サービス外部評

価実施回数の緩和申請については、下記のとおり認定します。 

 

 

記 

 

 
 

 
事業所名 

名 称 （別添一覧より転記） 

 

所在地 （別添一覧より転記） 

事業所番号  （別添一覧より転記） 

サービス種別 認知症対応型共同生活介護 

緩和期間 
  年 月 日  ～   年 月  日 

（別添一覧より転記） 

 
（１） 緩和期間は、直近に受審した外部評価の評価日（受審日・訪問調査日）から１年間と

します。 

（２） 緩和期間の終了日から1年以内に必ず受審してください。 

     なお、緩和期間中の取扱いについては、「５年間継続して実施している事業所」の要

件をみたすものとします。 

（３） 上記（２）のとおり受審し、次に実施回数の緩和を受けたい場合は、再度、申請して

ください。（自動延長の取扱いは出来ません。） 
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参 考 
 

外部評価実施回数の緩和申請フロー 

 

  地域密着型サービス外部評価制度に関する実施回数の緩和に係る取扱要領（以下「取扱要領」と

いう。）に定める地域密着型サービス外部評価に関する実施回数の緩和（以下「実施回数の緩和」

という。）の申請等の流れ 

 

＜申請等の流れ＞ 

 

 

         ① 

 

 

 

         ② 

 

 

         ③ 

         

         

 

         ④ 

 

 

           ⑤ 

 

 

      ⑥ 

 

 

 

           ⑦ 

 

 

           ⑧ 

 

＜事務手続き等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  事業者［外部評価受審後］ 

① 直近の評価日（受審日・訪問調査日）又は評価確
定日（公表日）以前５年間及び５箇年度において、
継続して受審しており、実施回数の緩和に係る要件
を全て満たしていることを自ら確認する。 

 
② ①により、実施回数の緩和申請を行う場合は様式
１「地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和に
係る申請書」を作成し、関係書類を添付の上、市町
村に提出する。   

  市町村  

③ 事業者からの申請について、取扱要領の３の（２
）（取扱要領の１）の事項を審査する。  

     
④ 実施回数緩和の要件の適否を審査し、その旨を様
式２「地域密着型サービス外部評価実施回数の緩和
について(副申)」に記入し、事業者の申請書を添付
の上、府に副申する。 

※ 府は、本副申をもって市町村との協議に代え同意
を得たものとする。 

  京都府  

⑤ 市町村の副申及び事業者の申請書を確認し、緩和
要件を満たしている場合は、市町村に、様式４「地
域密着型サービス外部評価実施回数の緩和について
」を交付するとともに、様式３「地域密着型サービ
ス外部評価実施回数の緩和に係る認定書（以下「認
定書」という。）」を併せて交付する。 

 
⑥ 外部評価機関に認定書の写し等を送付する。 

  市町村  

⑦ 申請事業者に対し認定書を交付する。 

  事業者  

⑧ 認定を受けた事業者が、緩和期間終了後、外部評
価を受審する場合は、外部評価機関に認定書を提示す
る｡ 

 

事業者［外部評価受審後］ 

市 町 村 

事業者 

市町村 

京 都 府 

外部評価機関 
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外部評価の５年連続受審等の考え方について(イメージ図) 
 

 ○ 直近の評価日（受審日・訪問調査日）又は評価確定日（公表日）以前５年間及び５箇年度において、継続して受審していること。 

 

凡例： 「■」 評価日（受審日・訪問調査日）、 「●」 評価確定日（公表日） 、「△」 外部評価機関の受付日 、「□」 事業者の評価（受審・訪問調査）希望日 
 
           【直近の評価日（受審日・訪問調査日）又は評価確定日（公表日）以前５年間及び５箇年度の受審状況】 
 
 

 
 緩和取扱開始 
 
  
直近の訪問調査日から1年間 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

 

緩和適用の可否 

 
 

評価日（受審日・訪問調査日）又は評価確定日（公表日） 
 
 

 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度以降 

 
4/1～ 
 

 
31.1/1～ 
 

 
4/1～ 
 

 
2.1/1～ 
 

 
4/1～ 
 

 
3.1/1～ 
 

 
4/1～ 
 

 
4.1/1～ 
 

 
4/1～ 
 

 
5.1/1～ 
 

 
4/1～ 
 

 
6.1/1～ 
 

 
 
① 

 

 
 

○ 
（年、年度ともに継続） 

 
     

■ 
 

 
 
● 

 

 
     

■ 
 

 
 
● 

 

 
 

■ 
 

 
 
● 

 

 
 

■ 
 

 
 
● 

 

 
 

■ 
 

 
 
● 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
② 

 
 

 
 

○ 
 

（年度で継続） 
 

 
  ■ 
 
 
 
    ● 

 
 
 
 
 
 

 
 ■ 
 

 
 
 

 
 
 

 
  ■ 
 

 
 
 
 
 
● 

 
   ■ 
 
  
 
 

 
        ■ 
 
 
 
● 

 
 
   
 
 
 ● 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 評価確定日が1年及び1箇年度を超えているが、評価日は年度として継続性あり  
 
       ● 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
③ 

 
 

 
 

○ 
 

（年度で継続） 
 

 
   ■ 
 
 
 
       ● 

 
 
 
 
 
 

 
 ■ 
 

 
 
 

 
 
 

   
   ■ 

 
       ■ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

△□      ■ 

  
  事業者の責に帰さない事由により、評価（受審・訪問調査）が受審期間内に受審できなかった場合は外部評価機関の受付日を評価日（受審日・訪問調査日）とみなし、継続性あり    
           
         ● 

 
 

 
 

 
 

 
    ● 

 
● 

 
 ● 

 
 

 
 

 
④ 

 
 

 
 

× 
 
（年、年度とも非継続） 

 

 
  ■     
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 ■    
 

 
 
      
 
 
 

 
     ■ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
● 

 
  ■ 
 
 
 
      ● 

 
  ■ 
 
 
 
    ● 

 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     評価日及び評価確定日とも1年及び1箇年度を超えており継続性なし（年及び年度の継続性なし） 
 
        ● 

 
 

 
 

 
 

 
   ● 

 
 
 

暦 年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 
 
 
 

  

155



外部評価の受審緩和期間等の考え方について（イメージ図） 

■ 受審緩和期間等の考え方 

  ○ 緩 和 期 間  ： 直近の評価日（受審日・訪問調査日）（以下「評価日」という。）から１年間。 

  ○ 次の受審期間 ： 緩和期間満了日から必ず１年以内に受審すること。ただし、緩和期間中の受審は妨げない。 

            平成２２年以降に受審緩和を府から認定された場合は、実施回数の緩和期間は、継続して受審しているとみなす。 

 ※緩和期間等の例 

 (A)前回の評価日 緩和期間 次の受審期間 (B)直近の評価日 緩和期間 次の受審期間 (C)次の評価日 

①  

 

令和2年3月15日 

 

令和2年3月16日 

～ 

令和3年3月15日 

令和3年3月16日 

～ 

令和4年3月15日 

 

令和3年5月2日 

 

令和3年5月3日 

～ 

令和4年5月2日 

令和4年5月3日 

～ 

令和5年5月2日 

 

令和5年4月10日 

 

②  

 

令和2年3月15日 

 

令和2年3月16日 

～ 

令和3年3月15日 

令和3年3月16日 

～ 

令和4年3月15日 

 

令和3年12月1日 

 

令和3年12月2日 

～ 

令和4年12月1日 

令和4年12月2日 

～ 

令和5年12月1日 

令和4年10月30日 
（緩和期間中の受審） 

  

 ＜イメージ図＞ 

   【５年連続受審事業所】 
 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) R2.3/15 
（前回の評価日） 

R3.3/15 R4.3/15 
緩和期間 受審期間 

(A) R2.3/15 
（前回の評価日） 

R3.3/15 R4.3/15 緩和期間 
受審期間 

(B) R3.5/2 受審 
（直近の評価日） 

R4.5/2 

 

R5.5/2 

(C) R5.4/10 受審 

緩和期間 受審期間 

(B) R3.12/1 受審 
（直近の評価日） 

緩和期間 受審期間 

(C) R4.10/30 受

審 

※緩和期間中の受審は妨げない 

156



市町村介護保険等担当課長会議 質疑 

【地域密着型サービス外部評価について】（一部抜粋） 

 

【質問２】 

「運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員

が必ず出席していること。」との要件について、市町村又は地域包括支援センターの

職員が運営推進会議当日に参加できなかった場合に、別の日に、事業所が市町村又は

地域包括支援センターの職員に報告を行い、評価等を受けることによって、市町村又

は地域包括支援センターが出席したものとして取り扱うことは可能か。 

 

【回 答】 

指導監督権限のある市町村において判断されたい。 

ただし、他の運営推進会議の構成員の意見等を踏まえた内容を市町村又は地域包括支

援センターの職員に報告を行い、受けた評価等を他の運営推進会議の構成員にフィード

バックを行っていることが必要。 
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介護保険最新情報（vol953） 

令和 3 年度介護報酬改訂に関する Q&A（vol4）(令和 3 年 3 月 29 日) 
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運営推進会議の取り組みについて 
 

 

○運営推進会議開催の主旨 

・運営推進会議は、事業所が、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域包

括支援センターの職員及び本市の職員等に対し、提供しているサービス内容等を

明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に

開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設

置し、開催するものです。 

・運営推進会議において、事業所の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を

受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けていた

だくことになります。 

・また、運営推進会議で出された要望、助言、意見等に基づいて、事業所における

改善の取り組みやサービスの質の向上に努める等、事業所の運営に活かしていた

だける機会にもなります。 

 

○事業所の合同開催について 

以下の要件を満たす場合に認めます。 

 ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシー

を保護すること。 

 ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

 ⅲ 合同して開催する回数が、1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議や運

営推進会議の開催回数の半数を越えないこと。（地域密着型通所介護、認知

症対応型通所介護は除く。） 

ⅳ 外部評価を行う介護・医療連携推進会議や運営推進会議は単独で行うこと。 

   

※複数事業所で運営推進会議を行う場合は開催前に事前に宇治市へ相談をして

ください。 
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○運営推進会議（介護・医療連携推進会議）の開催頻度 

サービス種類 開催頻度 

認知症対応型共同生活介護 

小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

地域密着型介護老人福祉施設 

2月に１回以上 

認知症対応型通所介護 

地域密着型通所介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（平成 30年度～） 

6月に１回以上 

 

○運営推進会議の積極的な活用 

・運営推進会議は、地域住民等に、事業所の取り組み、特色、思い、現状等を詳し

く知っていただける機会にもなりますので、地域との連携の強化を図る場として

地域住民に介護サービスについて知っていただく場として等、様々な取り組みが

行える場となりますので、より一層のご活用をお願いいたします。 

  （例）・防災訓練への参加や事業所での取り組みについて運営推進会議の参加者 

へ意見を求める。 

・事故やヒヤリハットの分析結果について運営推進会議の参加者へ意見を 

求める。 

 

○運営推進会議の参加について 

・介護保険課としても、昨年度に引き続き、運営推進会議へ参加させていただきた

いと考えています。開催日等を問わず、開催のご案内をいただきますようお願い

いたします。 

 

○議事録の提出について 

・運営推進会議開催後には、介護保険課へ議事録を提出してください。 

・運営推進会議は、事業所の取り組みについて詳しく知ることができる機会となり

ますので、議事録だけでなく、当日に配布される資料等も併せて提出をお願いし

ます。 
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「令和3年度介護報酬改定におけ

る改定事項について」より 
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運営推進会議等及び外部評価について 

 

令和 5 年 5 月、新型コロナウィルス感染症について、法律上の位置づけの変更がなされ

たことから、下記の臨時的な取り扱いは「終了」となりました。 

そのため、今後の運営推進会議等及び外部評価につきましては、書面での開催は不可と

なりますので、ご留意いただきますよう、お願いいたします。 

なお、タブレット等の情報機器を用いたオンライン会議につきましては、従前のとお

り、開催可能であることを申し添えます。 

 

令和 2 年 2 月 28 日 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱い等

について（第 3 報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【終了】 

 

【終了】 
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